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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第143期

第１四半期累計期間
第144期

第１四半期累計期間
第143期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

完成工事高 (千円) 1,142,419 1,378,867 4,688,549

経常損失 (千円) 118,271 371,208 854,226

四半期(当期)純損失 (千円) 105,426 374,234 542,740

持分法を適用した場合の
投資利益又は投資損失(△)

(千円) △6,707 △5,190 10,054

資本金 (千円) 1,402,742 1,737,742 1,652,742

発行済株式総数 (株) 173,142,890240,142,890223,142,890

純資産額 (千円) 1,870,766 1,729,120 1,933,372

総資産額 (千円) 4,593,269 3,884,289 4,207,770

１株当たり四半期
(当期)純損失金額

(円) 0.61 1.62 3.05

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 40.7 44.5 45.9

(注) １  完成工事高には、消費税等は含まれておりません。

２  第143期及び第144期第１四半期累計期間の「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額」について

は、潜在株式は存在しますが１株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。また、第143期

第１四半期累計期間については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容について、重

要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

（1）当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の

うち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　
（2）提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象

当社は、２事業年度に亘る受注不振の影響により完成工事高が減少し、当第１四半期会計期間におい

て、143,469千円の営業損失及び371,208千円の経常損失を計上いたしました。また、移転先である千葉県

袖ケ浦市の新工場の設備投資資金の調達のため、第三者割当による新株予約権を発行し行使も予定通り

進行しているものの、必要資金全額の調達には至っていないことから、移転は完了しておらず、前事業年

度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

賃貸借契約

相手先 所在地 契約締結日 契約期間 内容

株式会社東京鐵骨橋梁
千葉県市原市八幡海
岸通13-11

平成24年１月13日
平成24年１月16日から
平成25年３月31日まで

鋼構造物製作工場施設の
賃貸借契約

(注)  株式会社東京鐵骨橋梁との賃貸借契約については、平成24年６月26日において契約期間を平成25年３月31日まで

とする覚書を締結しております。
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

（1）経営成績の分析

  当第１四半期における日本経済は、東日本大震災の影響から緩やかに持ち直してはいるものの、電力供

給問題、円高の長期化、欧州債務問題、原油価格の上昇等により、依然として厳しい状況にあります。

  橋梁業界におきましては、当第１四半期の発注量は前年第１四半期に比べ増加いたしました。これは主

に関東地方整備局において大型物件が開札されたことによるものであります。しかしながら発注量は増

加したものの、発注件数は大きく減少しており、受注競争は引き続き熾烈なものとなっております。

  公共工事全体としてみれば、東日本大震災等による自然災害を教訓に社会資本整備のあり方や重要性

について議論がなされるようになり、東日本大震災の復興に向けた取り組みを中心に公共工事は、中長期

的には底上げされると想定しております。そのような中、橋梁業界においても橋梁の老朽化対策に関する

保全の議論も活発になりつつあることから、今後橋梁工事の発注量は増加することが予想されますが、本

格的な工事の発注や着工までにはもう暫く時間を要するものと推測され、足元の事業環境は依然として

不透明な状況が続くものと想定しております。

  このような状況を踏まえ、当社は入札結果の徹底した分析を実施し、技術提案部門並びに積算部門を中

心とする組織強化に取り組んでいるところであります。これら取組により、技術提案の評価等は高水準を

維持しておりますが、積算については精度は向上しているものの、入札物件によっては入札価格が上振れ

または下振れするリスクを抱えており、残念ながら大型物件を中心とした充分な受注獲得までには至ら

ず、当第１四半期は、江戸川区の上一色中橋架替工事及び民間工事の受注に留まりました。その結果、当第

１四半期の受注高は、前年同期受注高42,529千円に対し大幅な増額となったものの、661,206千円となり

ました。

  完成工事高は、前期下半期及び当第１四半期における受注不振の影響により、前年同期に対し236,447

千円増加したものの、1,378,867千円（前年同期比20.7%増）となりました。

  損益面では、必要な完成工事高を確保できなかったこと等により、営業損失は143,469千円（前年同四

半期の営業損失は117,611千円）、経常損失は貸倒引当金繰入額を追加計上したこと等により371,208千

円（前年同四半期の経常損失は118,271千円）、四半期純損失につきましては374,234千円(前年同四半期

純損失は105,426千円)を計上いたしました。なお、貸倒引当金については、第２四半期までにその大部分

が解消される見込みであります。

  当社はこの厳しい経営環境を打開するため、変動費・固定費を問わず大幅なコスト削減に取り組んで

おります。また平成24年２月24日開催の臨時株主総会特別決議に基づき、事業継続に必要な運転資金及び

設備投資資金の調達を目的とした総額10億円の第三者割当による新株予約権を発行し、平成24年６月ま

でに6.7億円が行使されました。

  また、平成24年５月８日開催の臨時取締役会において、橋梁事業の基盤強化のため、中国遼寧省の橋梁

部品メーカーである遼寧北方橡塑机械有限公司と、技術および市場開拓の提携に向けた協議を進めるこ

とを合意し、現在も鋭意協議を続けております。

 

  なお当社の事業は、鋼構造物事業に一本化しているため、セグメントに関する業績は記載しておりませ

ん。
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（2）財政状態の分析

  当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ323,481千円減少し3,884,289千円

（前事業年度末比7.7％減）となりました。流動資産は2,698,951千円となり、前事業年度末に比べ

240,458千円減少しました。この主な要因は、営業外未収入金が419,648千円増加したものの、現金預金

268,522千円、完成工事未収入金が230,004千円減少したこと、及び貸倒引当金を141,000千円新たに引当

てたことによるものであります。固定資産は1,185,338千円となり、前事業年度末に比べ83,023千円減少

しました。この主な要因は貸倒引当金を68,000千円新たに引当てたことによるものであります。

  負債については、前事業年度末に比べ119,229千円減少し2,155,168千円（前事業年度末比5.2％減）と

なりました。この主な要因は、営業外支払手形を含む支払手形が395,175千円増加したものの、工事未払金

70,997千円、未成工事受入金283,527千円及び工事損失引当金が74,000千円減少したことによるものであ

ります。

  純資産については、前事業年度末に比べ204,251千円減少し1,729,120千円（前事業年度末比10.6％

減）となりました。この主な要因は、新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ85,000千

円増加したものの、四半期純損失を374,234千円計上したことによるものであります。この結果、自己資本

比率は44.5％となりました。

　

（3）研究開発活動

当第１四半期累計期間における当社の研究開発費の総額は51千円であります。

  なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

（4）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を解消、改善するための対応策

当社は、２事業年度に亘る受注不振の影響により完成工事高が減少し、当第１四半期会計期間におい

て、143,469千円の営業損失及び371,208千円の経常損失を計上いたしました。また、移転先である千葉県

袖ケ浦市の新工場の設備投資資金の調達のため、第三者割当による新株予約権を発行し行使も予定通り

進行しているものの、必要資金全額の調達には至っていないことから、移転は完了しておらず、前事業年

度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

  当社はこの厳しい経営環境を打開するため、入札結果の徹底した分析を実施し、技術提案部門並びに営

業部門を中心とする組織強化を行ってきており、さらに第1四半期においては積算部門を強化する等、受

注体制の強化を図っております。また、平成24年２月24日開催の臨時株主総会特別決議に基づき、事業継

続に必要な運転資金及び設備投資資金の調達を目的とした総額10億円の第三者割当による新株予約権を

発行し、平成24年６月までに6.7億円が行使されております。さらに、平成24年５月８日開催の臨時取締役

会において、橋梁事業の基盤強化のため、中国遼寧省の橋梁部品メーカーである遼寧北方橡塑机械有限公

司と、技術および市場開拓の提携に向けた協議を進めることを合意し、現在も鋭意協議を進めておりま

す。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 518,197,540

計 518,197,540

　
② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 240,142,890261,142,890
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数1,000株

計 240,142,890261,142,890― ―

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年４月１日～
平成24年６月30日
(注１)

17,000,000240,142,89085,0001,737,74285,000 335,000

(注) １  第４回新株予約権の行使による増加であります。

２  平成24年７月１日から四半期報告書提出日(平成24年８月10日)までの間に、第４回新株予約権の行使(行使個

数105個)により、発行済株式総数が21,000千株、資本金および資本準備金がそれぞれ105,000千円増加してお

ります。

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができませんので、直前の基準日である平成24年３月31日現在に基づく株主名簿によ

る記載をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― 　

議決権制限株式(自己株式等) ― ― 　

議決権制限株式(その他) ― ― 　

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式  147,000
―

株主としての権利内容に制限のない
標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

222,618,000
222,618 同上

単元未満株式 普通株式  377,890― 同上

発行済株式総数 223,142,890― ―

総株主の議決権 ― 222,618 ―

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式124株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成24年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社サクラダ

千葉県袖ケ浦市南袖50番１ 147,000― 147,000 0.06

計 ― 147,000― 147,000 0.06

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年

建設省令第14号）に準じて記載しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成24年４月１日から

平成24年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)に係る四

半期財務諸表について、監査法人日本橋事務所による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から

見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない

程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

  ①資産基準          0.1％

  ②売上高基準         －％

  ③利益基準          0.0％

  ④利益剰余金基準    1.7％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 992,237 723,714

受取手形 － 1,370

完成工事未収入金 1,397,046 1,167,042

営業外未収入金 － 419,648

たな卸資産 10,520 10,943

前渡金 370,538 344,599

その他 169,565 173,131

貸倒引当金 △500 △141,500

流動資産合計 2,939,409 2,698,951

固定資産

有形固定資産

建物 97,951 97,951

減価償却累計額 △46,798 △47,698

建物（純額） 51,153 50,253

構築物 676,392 676,392

減価償却累計額 △498,966 △501,448

構築物（純額） 177,425 174,943

機械及び装置 1,444,736 1,444,736

減価償却累計額 △1,242,888 △1,253,428

機械及び装置（純額） 201,848 191,307

車両運搬具 6,385 6,385

減価償却累計額 △4,107 △4,280

車両運搬具（純額） 2,278 2,105

工具、器具及び備品 66,344 66,694

減価償却累計額 △27,684 △30,629

工具、器具及び備品（純額） 38,659 36,065

土地 268,410 268,410

建設仮勘定 39,401 41,631

有形固定資産合計 779,176 764,716

無形固定資産

電話加入権 300 300

無形固定資産合計 300 300

投資その他の資産

投資有価証券 113,339 113,339

関係会社株式 28,318 28,318

その他 355,726 355,163

貸倒引当金 △8,500 △76,500

投資その他の資産合計 488,885 420,321

固定資産合計 1,268,361 1,185,338

資産合計 4,207,770 3,884,289
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 ※
 399,728

※
 577,884

営業外支払手形 － ※
 217,020

工事未払金 422,010 351,012

1年内返済予定の長期借入金 86,461 86,461

未払費用 85,600 61,330

未払法人税等 8,976 4,064

未成工事受入金 286,274 2,747

工事損失引当金 371,000 297,000

移転関連費用引当金 191,988 191,459

その他 50,131 10,419

流動負債合計 1,902,173 1,799,400

固定負債

長期未払金 298,789 282,710

環境対策引当金 10,500 10,500

繰延税金負債 60,326 60,326

その他 2,609 2,232

固定負債合計 372,225 355,768

負債合計 2,274,398 2,155,168

純資産の部

株主資本

資本金 1,652,742 1,737,742

資本剰余金

資本準備金 250,000 335,000

その他資本剰余金 12,594 12,594

資本剰余金合計 262,594 347,594

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 31,028 △343,205

利益剰余金合計 31,028 △343,205

自己株式 △12,993 △13,010

株主資本合計 1,933,372 1,729,120

純資産合計 1,933,372 1,729,120

負債純資産合計 4,207,770 3,884,289
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(2)　【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

完成工事高 1,142,419 1,378,867

完成工事原価 1,098,636 1,372,867

完成工事総利益 43,783 6,000

販売費及び一般管理費 161,394 149,469

営業損失（△） △117,611 △143,469

営業外収益

受取利息及び配当金 310 405

還付加算金 2,416 －

業務受託手数料 － 13,400

その他 487 621

営業外収益合計 3,213 14,426

営業外費用

支払利息 821 533

貸倒引当金繰入額 － 209,000

事業再生関連費用 － 32,429

その他 3,053 202

営業外費用合計 3,874 242,165

経常損失（△） △118,271 △371,208

特別損失

災害による損失 2,982 －

損害賠償負担金 2,956 －

その他 860 －

特別損失合計 6,799 －

税引前四半期純損失（△） △125,070 △371,208

法人税、住民税及び事業税 2,682 3,025

法人税等調整額 △22,326 －

法人税等合計 △19,644 3,025

四半期純損失（△） △105,426 △374,234
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期会計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日）

  当社は、２事業年度に亘る受注不振の影響により完成工事高が減少し、当第１四半期会計期間におい

て、143,469千円の営業損失及び371,208千円の経常損失を計上いたしました。また、移転先である千葉県

袖ケ浦市の新工場の設備投資資金の調達のため、第三者割当による新株予約権を発行し行使も予定通り

進行しているものの、必要資金全額の調達には至っていないことから、移転は完了しておらず、前事業年

度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

  当社はこの厳しい経営環境を打開するため、入札結果の徹底した分析を実施し、技術提案部門並びに営

業部門を中心とする組織強化を行ってきており、さらに第１四半期においては積算部門を強化する等、受

注体制の強化を図っております。また、平成24年２月24日開催の臨時株主総会特別決議に基づき、事業継

続に必要な運転資金及び設備投資資金の調達を目的とした総額10億円の第三者割当による新株予約権を

発行し、平成24年６月までに6.7億円が行使されております。さらに、平成24年５月８日開催の臨時取締役

会において、橋梁事業の基盤強化のため、中国遼寧省の橋梁部品メーカーである遼寧北方橡塑机械有限公

司と、技術および市場開拓の提携に向けた協議を進めることを合意し、現在も鋭意協議を進めておりま

す。

  しかしながら、受注面においては、受注体制の強化を図ってまいりました結果、技術提案の評価等は高

水準を維持しておりますが、積算については、精度は向上しているものの、入札物件によっては入札価格

が上振れまたは下振れするリスクを抱えており、残念ながら大型物件を中心とした充分な受注獲得まで

には至っていないこと、当該新株予約権の行使も予定通り進行しているものの、未だ新工場の設備完成時

期は未確定となっていることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

  なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。

　

【会計方針の変更等】

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※  四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。な

お、当第１四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が、四

半期会計期間末残高に含まれております。

　

　
前事業年度

(平成24年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

支払手形 71,703千円 78,502千円

営業外支払手形 ― 〃 31,006 〃
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(四半期損益計算書関係)

該当事項はありません。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。
　

　 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

　 (自  平成23年４月１日 (自  平成24年４月１日

　   至  平成23年６月30日)   至  平成24年６月30日)

減価償却費 25,234千円 17,040千円

　

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

当第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

  株主資本の著しい変動

当社が平成24年２月27日に発行した第４回新株予約権について、当第１四半期累計期間において本新

株予約権の行使(行使個数85個)により、資本金および資本準備金がそれぞれ85,000千円増加し、当第１四

半期会計期間末において、資本金が1,737,742千円、資本剰余金が347,594千円となっております。

　

(金融商品関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(有価証券関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

　
　 前事業年度 当第１四半期会計期間

　 (平成24年３月31日) (平成24年６月30日)

関連会社に対する投資の金額 24,000千円 24,000千円

持分法を適用した場合の投資の金額 76,490千円 71,300千円

　
　 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

　 (自  平成23年４月１日 (自  平成24年４月１日

　   至  平成23年６月30日)   至  平成24年６月30日)

持分法を適用した場合の投資損失の金額 6,707千円 5,190千円

　

EDINET提出書類

株式会社サクラダ(E01360)

四半期報告書

13/16



　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日)及び当第１四半期累計期間(自 平

成24年４月１日 至 平成24年６月30日)

当社の報告セグメントは、鋼構造物（橋梁およびその他の鉄構物）の設計、製作、組立、据付ならびに販

売を主な事業とする単一セグメントであるため、セグメント情報については、省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

    １株当たり四半期純損失金額 0円61銭 1円62銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純損失金額(千円) 105,426 374,234

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 105,426 374,234

    普通株式の期中平均株式数(株) 172,999,440 230,328,142

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

―

平成24年２月27日開催の
臨時株主総会特別決議に
よる第４回新株予約権(総
数 5 0 0 個 、 払 込 総 額
1,000,000千円)を発行し、
当第１四半期累計期間に
おいて新株予約権の行使
(行使個数85個、払込総額
170,000千円)が行われま
した。

(注)　当第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在しますが１株

当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。また、前第１四半期累計期間については、１株当たり

四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

当社が平成24年２月27日に発行した第４回新株予約権について、平成24年７月１日から四半期報告

書提出日(平成24年８月10日)までに本新株予約権の行使(行使個数：105個、払込総額：210,000千円、

発行される普通株式：21,000,000株)が行われました。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成24年８月10日

株式会社サクラダ

取締役会  御中

監査法人日本橋事務所
　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   小  倉      明     印

　
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   千  葉  茂  寛     印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社サクラダの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第144期事業年度の第１四半期会計期間(平成
24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日
まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サクラダの平成24年６月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。
　
強調事項
１. 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は２事業年度に亘る受注不振の影響によ
り完成工事高が減少し、当第１四半期会計期間において、143,469千円の営業損失及び371,208千円の経常
損失を計上し、また、移転先である千葉県袖ケ浦市の新工場の設備投資資金の調達のため、第三者割当に
よる新株予約権を発行し行使も予定通り進行しているものの、必要資金全額の調達には至っていないこ
とから、移転は完了しておらず、前事業年度に引き続き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう
な状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状
況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期
財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表
に反映されていない。

２. 重要な後発事象の注記に記載されているとおり、会社は四半期報告書提出日(平成24年８月10日)まで
に平成24年2月27日に発行した第４回新株予約権の行使(行使個数：105個、払込総額：210,000千円、発行
される普通株式：21,000,000株)が行われた。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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